
証券コード　7887
平成28年６月８日

株 主 各 位
香川県高松市松福町一丁目15番10号

代表取締役社長 丸 山 　 徹

第63回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。
  さて、当社第63回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの
で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年６月23日（木曜日）
午後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成28年６月24日（金曜日）午前10時
２．場 所 香川県高松市松福町一丁目15番10号

当本社　７階　会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第63期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事

業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件

２．第63期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計
算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役６名選任の件
第２号議案 監査役２名選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修
正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただき
ます。
　当社ウェブサイト　http://www.nankaiplywood.co.jp/
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

１．企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過および成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、政府によるマイナス金利の導入を

含む大規模な経済・金融政策を背景に企業収益や雇用・所得環境の一部で改

善が見られるものの、全般的には足取りは重く、資源価格の下落や中国経済

の停滞が新興国経済全体に波及する等、海外経済の下振れリスク等も存在し

ており、景気の先行きについては、依然として留意が必要な状況が続いてお

ります。

　当業界におきましては、住宅ローン減税の拡充や省エネ住宅ポイント制度

の実施に加え、住宅取得資金にかかる贈与税の非課税措置の拡充などの政府

による各種施策や金利の低下等により回復の兆しが見えました。

　このような状況のなか、当社グループ（当社、連結子会社および持分法適

用会社）は、木材関連事業では主力製品の拡販によるシェアの拡大、新製品

の積極的な開発、リフォーム市場や非住宅市場への参入を積極的に推進しつ

つ、引き続き、収納材を中心にお客様のニーズに合った製品の生産・販売活

動に注力いたしました。電線関連事業では、住宅着工数は持ち直す動きがあ

るものの、電材業界に寄与する商業施設等の新設は低迷しており、また競合

他社との価格競争も一段と激化するなかで、新規のリニューアル市場および

スマート商材市場の販路開拓に注力した販売活動を実施してまいりました。

　以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高16,142百万円（前連結会計

年度比5.6％増）、営業損失12百万円（前連結会計年度は営業損失２百万円）、

デリバティブ評価損等で、経常損失342百万円（前連結会計年度は経常利益

178百万円）、子会社株式評価損等で、親会社株主に帰属する当期純損失341

百万円（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純利益93百万円）とな

りました。
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企業集団の事業セグメント別売上高

事業の種類別セグ
メントの名称およ
び 品 目

前連結会計年度 当連結会計年度 前連結会計年度比

金 　額
(百万円)

構成比
（％）

金 　額
(百万円)

構成比
（％）

増減額
(百万円)

増減率
（％）

木 材 関 連 事 業 13,380 87.5 14,685 91.0 1,305 9.8

電 線 関 連 事 業 1,912 12.5 1,456 9.0 △455 △23.8

合 計 15,292 100.0 16,142 100.0 850 5.6

（木材関連事業）

　当セグメントでは、引き続き収納材を中心にお客様のニーズに合った製品

の生産・販売活動に注力しましたが、国内市場では円安による輸入原材料価

格の上昇を受けたこと、また海外市場ではフランス子会社において想定より

もセールスミックスが悪化したことで利益率が低下したこと等によりセグ

メント損失を計上することとなりました。この結果、当セグメントの業績

は、売上高14,685百万円（前連結会計年度比9.8％増）、セグメント損失31

百万円（前連結会計年度はセグメント損失70百万円）となりました。

（電線関連事業）

　当セグメントでは、地方における電材業界に寄与する物件の新設が減少傾

向にあることに加え、県外からの競合参入による価格競争の激化、大手サブ

コンからの受注減少等、厳しい経営環境での営業展開となりました。この結

果、当セグメントの業績は、売上高1,456百万円（前連結会計年度比23.8％

減）、セグメント利益18百万円（前連結会計年度比72.4％減）となりまし

た。

②　設備投資の状況

　当連結会計年度中の設備投資の総額は603百万円であります。

　その主なものは次のとおりであります。

・ NP ROLPIN SASの工場の設備取得 （木材関連事業） 304百万円

③　資金調達の状況

　当連結会計年度中に、当社グループの所要資金として、金融機関よ

り短期借入金として280百万円の調達を行いました。

　その他の新株式発行および社債発行等の資金調達は行っておりません。
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(2) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容

ナ ン リ ツ 株 式 会 社 95,000千円 100％ 電線電気機器販売

南 海 港 運 株 式 会 社 41,000千円 100
木材管理および荷役、
運送業

PT.NANKAI INDONESIA 10,000千ＵＳ＄
95

(5)
木材加工業

南海建材商貿（上海）有限公司 1,120千ＵＳ＄ 100
木材、木材製品および

建築部材の販売

N P  R O L P I N  S A S 6,001千ＥＵＲ 100 木材製品の製造・販売

R O L K E M  S A S 1,230千ＥＵＲ
0

(100)

フェノール樹脂、含浸

紙の製造販売

（注）１．平成27年９月24日開催の取締役会において、当社100％出資の連結子会社である南海建

材商貿（上海）有限公司を解散および清算することを決議し、現在清算手続き中であ

ります。

２．議決権比率の（ ）内は、関係会社の間接所有割合を内数で記載しております。

(3) 直前３事業年度の財産および損益の状況

区　分
平成24年度
第60期

平成25年度
第61期

平成26年度
第62期

平成27年度
第63期

(当連結会計年度)

売 上 高 (百万円） 13,451 14,542 15,292 16,142

親会社株主に帰属する

当 期 純 利 益 又 は

当 期 純 損 失 （ △ ）
(百万円） 393 787 93 △341

１株当たり当期純利益又は

１株当たり当期純損失（△）
(円） 40.59 81.36 9.66 △35.27

総 資 産 (百万円） 18,442 19,756 21,026 21,171

純 資 産 (百万円） 15,994 16,872 17,414 16,981

１株当たり純資産額 (円） 1,651.44 1,742.84 1,799.11 1,754.96

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年9月13日）等の適用

により、当連結会計年度より「当期純利益又は当期純損失」の科目名称を「親会社株

主に帰属する当期純利益又は当期純損失」に変更しております。
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(4) 対処すべき課題

　当社グループといたしましては、経営を取り巻く環境の変化に迅速かつ的

確に対応するとともに、その透明度を高め、より効率性・健全性を追求すべ

く、コーポレート・ガバナンスの強化に積極的に取り組んでまいります。ま

た、コンプライアンス体制につきましては、企業倫理および法令遵守の基本

体制を構築するため、コンプライアンス、情報システム、海外情勢の変化、

災害時等のリスクにおける事業の継続を確保するための整備を図ってまい

ります。さらに当社グループにおいては、資源問題・環境問題を考慮し、海

外子会社において植林事業への投資を実施するとともに、植林材使用比率の

拡大を図るための加工技術を習得し、生産技術力の強化に取り組みます。ま

た、海外子会社と国内工場連携による生産体制の整備を推進し、効率的な運

用を行っていきます。こうした活動を通じて、高収益体質の実現を目指すと

ともにお客様に安心して使用していただける建築内装材をお届けできるよ

う、全社をあげて鋭意努力してまいります。

　当面の課題といたしましては、①輸入原材料の確保と品質の安定 ②生産

技術力の強化と製造原価率の低減 ③多品種少量受注の生産性向上 ④集合

住宅の受注拡大 ⑤住宅性能表示制度や環境問題等の法的規制への対応と顧

客満足度の向上などが挙げられます。

(5) 主要な事業内容（平成28年３月31日現在）

　当社グループは、木質建築内装材の製造ならびに販売を行っているほか、

電線電気機器の販売を営んでおります。

事 業 区 分 主 要 製 品

木 材 関 連 事 業
天井材、収納材、床材、合板、製材品、荷役、原材料および製品の運
送、梱包・荷造、木材加工品

電 線 関 連 事 業 電線電気機器
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(6) 主要な営業所および工場（平成28年３月31日現在）

①　当社

本社　　　　　　　　　　　　　　香川県高松市

志度工場　　　　　　　　　　　　香川県さぬき市

物流センター　　　　　　　　　　香川県さぬき市

朝日新町保税倉庫　　　　　　　　香川県高松市

②　子会社

ア．ナンリツ株式会社

本社　　　　　　　　　　　　　　香川県高松市

徳島営業所　　　　　　　　　　　徳島県徳島市

高知営業所　　　　　　　　　　　高知県南国市

松山営業所　　　　　　　　　　　愛媛県松山市

イ．南海港運株式会社

本社　　　　　　　　　　　　　　香川県高松市

ウ．PT.NANKAI INDONESIA

本社、スラバヤ・グレシック工場　インドネシア共和国

ルマジャン工場 　インドネシア共和国

エ．南海建材商貿（上海）有限公司

本社　　　　　　　　　　　　　　中華人民共和国

オ．NP ROLPIN SAS

本社、ラブエール工場　　　　　　フランス共和国

カ．ROLKEM SAS

本社、ムーランクス工場　　　　　フランス共和国

(7) 使用人の状況（平成28年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

1,410名 104名増

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

392名 - 41.9歳 12.1年
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(8) 主要な借入先の状況（平成28年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 百 十 四 銀 行 300百万円

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 782百万円

株 式 会 社 愛 媛 銀 行 100百万円

２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成28年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 20,000,000株

②　発行済株式の総数 10,095,800株

③　株主数 755名

④　上位10名の大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

南 海 興 産 株 式 会 社 2,753千株 28.45％

公 益 財 団 法 人 南 海 育 英 会 1,554 16.06

丸 山 　 修 492 5.08

株 式 会 社 百 十 四 銀 行 467 4.83

小 林 　 茂 301 3.11

株 式 会 社 愛 媛 銀 行 243 2.51

四 国 興 業 株 式 会 社 232 2.40

楽 天 証 券 株 式 会 社 208 2.14

南 海 プ ラ イ ウ ッ ド 従 業 員 持 株 会 132 1.36

I N T E R A C T I V E  B R O K E R S  L L C 92 0.95

 (注) １．当社は自己株式を419,781株を所有しておりますが、上記大株主からは除外しておりま

す。

２．持株比率は当該自己株式を発行済株式の総数から控除して算出しております。
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(2) 会社役員の状況

①　取締役および監査役の状況（平成28年３月31日現在）

氏 名 会社における地位・担当および重要な兼職の状況

丸 山 　 徹 取締役社長 （代表取締役）
NP ROLPIN SAS　代表取締役社長
ROLKEM SAS　代表取締役社長

藤 村 岳 志 取 締 役

正 箱 孝 史 取 締 役 （営業部門担当） 南海港運株式会社　代表取締役社長

丸 山 　 宏 取 締 役 （開発部門担当）

村 田 　 剛 取 締 役 税理士 村田剛税理士事務所　所長

秋 山 二 郎 常勤監査役

大 川 俊 徳 監 査 役 税理士
大川俊徳税理士事務所　所長
南海港運株式会社　社外監査役

岩 部 達 雄 監 査 役 税理士
岩部達雄税理士事務所　所長
ナンリツ株式会社　社外監査役

（注）１．常勤監査役秋山二郎氏、監査役大川俊徳氏および岩部達雄氏は、社外監査役でありま

す。

２．取締役村田　剛氏は、社外取締役であります。

３．村田　剛氏、大川俊徳氏および岩部達雄氏は、税理士の資格を有しており、財務およ

び会計に関する相当程度の知見を有しております。

４．当社は、取締役村田　剛氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、

同取引所に届け出ております。

②　取締役および監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（う  ち  社  外  取  締  役）

５名
(１)名

78百万円
(２)百万円

監 査 役
（う  ち  社  外  監  査  役）

３名
(３)名

６百万円
(６)百万円

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、平成９年６月27日開催の第44回定時株主総会において年額200

百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、平成９年６月27日開催の第44回定時株主総会において年額20

百万円以内と決議いただいております。
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③　社外役員に関する事項

1） 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

・取締役村田　剛氏は、村田剛税理士事務所所長であります。村田剛税

理士事務所と当社は特別の関係はありません。

・監査役大川俊徳氏は、南海港運株式会社の社外監査役および大川俊徳

税理士事務所所長であります。南海港運株式会社は、当社の子会社であ

ります。大川俊徳税理士事務所と当社は特別の関係はありません。

・監査役岩部達雄氏は、ナンリツ株式会社の社外監査役および岩部達雄

税理士事務所所長であります。ナンリツ株式会社は、当社の子会社であ

ります。岩部達雄税理士事務所と当社は特別の関係はありません。

2） 当事業年度における主な活動状況

・取締役会および監査役会への出席状況

取締役会（28回開催） 監査役会（10回開催）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役 村 田 　 剛 28回 100％ - -

常勤監査役 秋 山 二 郎 28回 100％ 10回 100％

監 査 役 大 川 俊 徳 15回 54％ 7回 70％

監 査 役 岩 部 達 雄 17回 61％ 10回 100％

・取締役会における発言状況

　取締役村田　剛氏、監査役大川俊徳氏および監査役岩部達雄氏は、

主に税理士の見地から、常勤監査役秋山二郎氏は財務的な見地から意

見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた

めの助言・提言を行っております。

・監査役会における発言状況

　常勤監査役秋山二郎氏、監査役大川俊徳氏および監査役岩部達雄氏

は、監査役会出席の都度必要な発言を適宜行っております。
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3） 社外取締役および社外監査役のサポート体制

・取締役会の年間開催スケジュールを事前（前事業年度の１月）に確定

することによって、社外取締役および社外監査役ができる限り出席でき

る体制を整備しています。

　取締役会における充実した議論に資するため、取締役会の議題の提案

の背景、目的、その内容等につき、毎回取締役会の開催前に、人事総務

グループより説明が行われております。また、決議事項のうち特に重要

な案件については、決議を行う取締役会において担当者による説明を行

っています。これにより、決議する際の提案内容の検討に活かしていま

す。

4） 責任限定契約の内容および概要

・当社は、社外取締役および社外監査役との間において会社法第427条

第１項の規定により、損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま

す。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としておりま

す。

(3) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　　西日本監査法人

②　報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 24百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産
上の利益の合計額

24百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積

もりの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監

査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
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③　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必

要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任ま

たは不再任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を

解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後

初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびそ

の理由を報告いたします。

(4) 業務の適正を確保するための体制

　取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確

保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制について

の決定内容の概要は以下のとおりであります。

①　取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを

確保するための体制

・企業としての社会的責任に応え、企業倫理および法令遵守の基本体制を

構築するため、コンプライアンス管理責任者と内部統制を推進する組織を

設置し、「規程管理規程」に基づき、関係規程の継続的見直しと改善を行

う。

・内部統制を推進する組織はコンプライアンス管理責任者と連携の上、法

令を遵守するための規程「コンプライアンス規程」の構築および運用の状

況を監査し、その結果を代表取締役社長および監査役に報告する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

・取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか重要な

職務執行に係る情報が記載された文書を関連資料とともに、文書保存を社

内規程の定めるところにしたがい、適切に保存および管理する。

・取締役および監査役は、常時、前項の文書等を閲覧することができる。

③　当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・経営意思決定および業務執行の運営で準拠すべきリスク管理は、文書化

する。
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・内部統制を推進する組織は、前項の規程に損失の危険の管理に関する事

項および内部統制の目的が達成されているか合理的な保証を得るため、

「規程管理規程」に基づき、各部門および事業所を統括する。

・コンプライアンス、価格競争、品質、情報システム、海外情勢の変化、

自然環境、災害、金利･株価・為替相場の変動、取締役と使用人の不適切

な業務執行、取締役会が極めて重大と判断する事項等のリスクにおける事

業の継続を確保するための体制を整備する。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会は、定時開催し、業務遂行に関する重要事項を決定するととも

に、取締役の職務の執行を監督する。

・当社の組織は、経営意思決定の経営組織、業務遂行の業務組織をもって

構成する。この経営組織に取締役と執行役員をあて、取締役会の決議・決

定事項にしたがい、経営方針および経営計画を達成するために、業務執行

の責任と権限を与える。

・経営組織による業務執行のスピード化を計るため、部門の直下にグルー

プを配属する。

⑤　当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた

めの体制

・代表取締役社長および業務執行を担当する取締役と執行役員は、当社お

よび子会社のセグメント別の事業に関して、法令遵守体制、リスク管理体

制を構築し、適切な内部統制システムの整備を行うよう指導し、規範およ

び規則を規程として整備する。

・内部監査チームは、内部監査年度計画に基づき内部監査を実施し、実施

状況およびその結果を、代表取締役社長および監査役に報告する。

・当社は、子会社の業務の適正を確保するため「関係会社管理規程」に基

づき、子会社の自主性を尊重するとともに、経営改善に関して積極的に協

力または指導を行い、経営上の重要事項は、十分協議し合理的に解決す

る。

・重要な会社情報を、各部署、子会社等から管理部門に伝達し、証券取引

所の適時開示規則等に従い、開示の必要性の要否を管理部門内での事前審

議で判断を行い、当社代表取締役社長が議長である情報開示会議にて検討

する体制を「グループ情報開示規程」に規定する。
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⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ

る当該使用人に関する事項ならびに当該使用人の取締役からの独立性

に関する事項および当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保

に関する事項

・監査役は内部監査チームに監査業務に必要な事項を命令することができ

る。この内部監査チームは、取締役等からの指揮命令を受けない。

⑦　当社および子会社の取締役および使用人が監査役に報告するための体

制その他の監査役への報告に関する体制

・当社グループの取締役および使用人は、会社に著しい損害をおよぼすお

それのある事実および不正行為、重要な法令・定款に違反する行為を認識

した時は、直ちに監査役に報告する。

・監査役は、取締役会、その他の重要な意思決定会議に出席し、取締役お

よび内部監査チームから重要事項の報告を受ける。

・監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するた

め、取締役会議事録、稟議書類、内部監査報告書等業務執行に係る重要な

文書を閲覧し、取締役および内部監査チームに説明を求める。

・当社グループは、本項の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理

由に不利益な取扱いをしてはならない。

⑧　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役は、代表取締役社長出席の監査役会連絡会を定時開催し、監査上

の重要課題等についての意見交換を行う。

・監査役は、内部監査チームと緊密な連携を保ち、内部監査チームの監査

を活用し監査効率の向上を図るものとする。また、必要に応じて、特定事

項の調査について内部監査チームの協力を求める。

・監査役は、会計監査人と緊密な連携を保ち、意見および情報の交換を行

うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。

・監査役の職務を遂行する上で必要な費用は、請求により会社は速やかに

支払うものとする。
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(5) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社グループは、上記方針に基づいて、内部統制システムの適切な構築と

運用に努めております。具体的な運用状況は以下のとおりです。

①　取締役の職務執行

・社外取締役１名を含む取締役５名は、原則月１回開催（当事業年度は28

回開催）される取締役会に出席し、経営環境の変化に迅速な意思決定がで

きるよう努めております。取締役会では、経営に関する重要事項の審議、

業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督を行っております。運営に当

たっては、その分野の専門家等にアドバイスを求め、法令・定款違反行為

の未然防止に努めております。

②　監査役の職務執行

・監査役３名（３名とも社外監査役）は、監査役会が決定した監査計画、

監査業務の分担に基づき、取締役の職務の執行を監査しております。ま

た、取締役会、その他必要に応じ重要な会議に出席し、当社グループの経

営状況を監視するとともに、内部監査チームおよび会計監査人との間で定

期的に情報交換等を行うことで、内部統制システムの整備および運用状況

を確認しております。

③　コンプライアンス体制

・当社は、人事総務グループにおいて社内のコンプライアンス遵守体制整

備状況をチェックしております。また、法令・定款違反行為やコンプライ

アンスに関する内部通報体制として内部通報制度を設置しており、早期に

問題点の把握および対応を図るように努めております。また、運用に当た

っては、情報提供者の保護に十分配慮した「コンプライアンス規程」を定

め、厳正に実施しております。

④　リスク管理体制

・当社は、管理部門担当取締役または執行役員をリスクに関する統括責任

者として任命しており、管理部門において潜在リスクの洗い出し、分析、

整理を行うとともに、リスクの事前予防策、対応策の検討などを行ってお

ります。一方、内部監査チームが各部門のリスク管理の状況を監査し、そ

の結果を定期的に代表取締役社長出席の監査役会連絡会に報告し、重要案

件については取締役会において、改善策を審議・決定しております。
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⑤　子会社経営管理

・当社グループは、子会社各社の経営状況および業務執行状況等につい

て、当社が定める「関係会社管理規程」に基づき、重要度に応じて報告を

受け、当社の承認を行うことで、子会社の業務の適正を確保しておりま

す。

⑥　内部監査体制

・当社は、内部統制システムの整備・運用状況を合法性と合理性の観点か

ら検証・評価するために、内部監査チームを設置しております。内部監査

チームは関係会社を含む業務全般を対象として内部監査を行い、監査結果

を代表取締役社長に報告しております。また、監査役および会計監査人と

常に連絡・調整し、監査の効率的な実施に努めております。

(6) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要課題のひとつである

との認識のもと、長期的な視野に立ち、将来の事業展開と財務体質の強化を

考慮し、内部留保とのバランスを考えて安定的な配当を行うことを基本方針

としております。今後も、各事業年度の連結業績、財務体質の強化およびグ

ループ事業戦略等を配慮して、成長が見込まれる事業分野に経営資源を投入

することにより持続的な成長と企業価値の向上ならびに株主価値の増大に

努めてまいります。

　当事業年度の期末配当金につきましては、１株につき８円とさせていただ

きます。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成28年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

【 資 産 の 部 】

［ 流 動 資 産 ］

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

［ 固 定 資 産 ］

（ 有 形 固 定 資 産 ）

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

（ 無 形 固 定 資 産 ）

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

（投資その他の資産）

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

投 資 不 動 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

[11,797,460]

1,998,592

3,526,319

1,338,082

977,131

992,489

2,322,336

190,932

456,819

△5,244

[9,374,344]

(6,926,873)

1,290,984

1,483,014

34,941

4,020,341

64,894

32,696

(192,844)

188,097

4,747

(2,254,626)

620,415

165,929

27,809

1,052,358

394,238

△6,125

【 負 債 の 部 】

［ 流 動 負 債 ］ [3,381,684]

支払手形及び買掛金 891,113

短 期 借 入 金 1,240,862

未 払 金 413,528

未 払 費 用 136,758

未 払 法 人 税 等 25,329

未 払 消 費 税 等 109,892

賞 与 引 当 金 164,784

デリバティブ債務 310,095

そ の 他 89,319

［ 固 定 負 債 ］ [809,077]

長 期 借 入 金 211,327

繰 延 税 金 負 債 55,218

役員退職慰労引当金 9,440

退職給付に係る負債 192,458

デリバティブ債務 305,240

そ の 他 35,392

負 債 合 計 4,190,761

【 純 資 産 の 部 】

［ 株 主 資 本 ］ [16,594,136]

資 本 金 2,121,000

資 本 剰 余 金 1,865,920

利 益 剰 余 金 12,741,941

自 己 株 式 △134,724

［その他の包括利益累計額］ [386,906]

その他有価証券評価差額金 45,084

為替換算調整勘定 377,391

退職給付に係る調整
累 計 額

△35,569

純 資 産 合 計 16,981,043

資 産 合 計 21,171,804 負 債 純 資 産 合 計 21,171,804
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連 結 損 益 計 算 書

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 16,142,690

売 上 原 価 11,844,830

売 上 総 利 益 4,297,859

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,310,574

営 業 損 失 12,715

営 業 外 収 益

受 取 利 息 15,242

受 取 配 当 金 13,876

受 取 賃 貸 料 81,220

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 10,070

為 替 差 益 90,886

助 成 金 収 入 34,791

排 出 権 収 入 39,699

そ の 他 61,110 346,898

営 業 外 費 用

支 払 利 息 6,979

賃 貸 費 用 65,067

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 損 578,380

そ の 他 26,714 677,142

経 常 損 失 342,958

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 17,536

投 資 有 価 証 券 売 却 益 16,341 33,878

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 331

固 定 資 産 除 却 損 29,633 29,964

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 339,045

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 92,198

法 人 税 等 調 整 額 △89,882 2,316

当 期 純 損 失 341,361

親会社株主に帰属する当期純損失 341,361
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連結株主資本等変動計算書

(平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 2,121,000 1,865,920 13,160,740 △133,316 17,014,343

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △77,436 △77,436

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失 （ △ ）

△341,361 △341,361

自 己 株 式 の 取 得 △1,408 △1,408

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額)

-

当連結会計年度変動額合計 - - △418,798 △1,408 △420,207

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 2,121,000 1,865,920 12,741,941 △134,724 16,594,136

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利
益累計額合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 89,575 331,587 △20,800 400,362 17,414,706

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △77,436

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失 （ △ ）

△341,361

自 己 株 式 の 取 得 △1,408

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額)

△44,491 45,803 △14,768 △13,455 △13,455

当連結会計年度変動額合計 △44,491 45,803 △14,768 △13,455 △433,663

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 45,084 377,391 △35,569 386,906 16,981,043
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　　　　　　　６社

・主要な連結子会社の名称　　　　　　　　ナンリツ株式会社

南海港運株式会社

PT.NANKAI INDONESIA

南海建材商貿（上海）有限公司

NP ROLPIN SAS

ROLKEM SAS

②　非連結子会社の状況　　　　　　　　　　非連結子会社はありません。

(2) 持分法の適用に関する事項

①　持分法を適用した関連会社の状況

・持分法適用の関連会社の数　　　　　　　１社

・主要な会社等の名称　　　　　　　　　　南海化工株式会社

② 持分法を適用していない関連会社の状況 持分法を適用していない関連会社はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、PT.NANKAI INDONESIA、南海建材商貿（上海）有限公司、NP ROLPIN 

SASおよびROLKEM SASの決算日（12月31日）が連結決算日と異なりますが、連結子会社の決

算日現在の計算書類を使用しております。

　なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行ってお

ります。

(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準および評価方法

1) 有価証券の評価基準および評価方法

・時価のあるもの　　　　　　　　　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定しておりま

す。）

・時価のないもの　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法

2) デリバティブ等の評価基準および評価方法

時価法

3) たな卸資産の評価基準および評価方法

主として総平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）を採用しております。
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②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

1) 有形固定資産及び投資不動産　　 主として定率法（ただし、平成12年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）は定額法）を採用して

おります。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　 ５～50年

機械装置及び運搬具       ４～15年

2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェア　　　　　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

によっております。

③　重要な引当金の計上基準

1) 貸倒引当金　　　　　　　　　　 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

2) 賞与引当金　　　　　　　　　　 従業員の賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。

3) 役員退職慰労引当金　　　　　　当社は、平成12年４月より、役員退職慰労金の内規

を廃止したため、新たな役員退職慰労引当金の繰入れ

は行っておりません。なお、平成12年３月期末まで内

規に基づき繰入れを行ってきた引当額は、退任の都度、

当該引当額を個別に精算しております。

④　その他連結計算書類作成のための重要な事項

1) 退職給付に係る負債の計上基準　退職給付に係る負債は､ 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退

職給付債務から年金資産を控除した額を計上しており

ます。

　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（主として５年）による定額

法により費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主

として５年）による定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

　未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用

については、税効果を調整の上、純資産の部における

その他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額

に計上しております。なお、退職給付債務の算定にあ

たり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に

帰属させる方法については、給付算定式基準によって

おります。
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2) 消費税等の会計処理　　　　　　消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によ

っております。

(5) 会計方針の変更に関する注記

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下

「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計

基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）および「事業分

離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分

離等会計基準」という。）等を当連結会計年度から適用し、支配が継続している場

合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとと

もに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更して

おります。また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定

的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結

会計年度の連結計算書類に反映させる方法に変更しております。加えて、当期純利

益等の表示の変更および少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っ

ております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4）、連結

会計基準第44－５項(4）および事業分離等会計基準第57－４項(4）に定める経過的

な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用してお

ります。

　これによる連結計算書類に与える影響はありません。

２．連結貸借対照表に関する注記

(1) 借入金および輸入資材の関税・消費税の納期限延長に関して担保に供している資産

建物及び構築物 424,642千円

土地 1,016,617千円

計 1,441,259千円

　上記に対応する債務

短期借入金 400,000千円

支払手形及び買掛金 12,393千円

未払消費税等 85,876千円

計 498,270千円

(2) 営業保証金として担保に供している資産

投資有価証券 22,754千円

　上記に対応する債務

支払手形及び買掛金 2,638千円
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(3) 固定資産の減価償却累計額

有形固定資産 11,284,545千円

投資不動産 553,635千円

３．連結損益計算書に関する注記

　　期末たな卸高は収益性の低下にともなう簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価

損が売上原価に含まれております。

8,937千円

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類および総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 10,095千株 －千株 －千株 10,095千株

(2) 自己株式の種類および株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 416千株 ３千株 －千株 419千株

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加３千株は、単元未満株式の買取りによる増加でありま
す。

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

  平成27年５月11日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 77,436千円

・１株当たり配当額 ８円

・基準日 平成27年３月31日

・効力発生日 平成27年６月25日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな

るもの

  平成28年５月13日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 77,408千円

・１株当たり配当額 ８円

・基準日 平成28年３月31日

・効力発生日 平成28年６月27日
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５．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社グループは、主に木材加工品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らし

て、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金

融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバ

ティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方

針であります。

②　金融商品の内容および当該金融商品に係るリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されて

おります。

　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リス

クに晒されております。

　営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。一部原材料

の輸入にともなう外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、通

貨オプション取引を利用してヘッジしております。

　借入金は主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであります。このうち一部は、

金利の変動リスクに晒されております。

　デリバティブ取引は、外貨建ての仕入債務に係る為替変動リスクに対するヘッジ取引

を目的とした通貨オプション取引であります。

③　金融商品に係るリスク管理体制

・信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループは、営業債権について、主な取引先の信用状況を年度ごとに把握し、取

引先ごとの期日および残高管理をするとともに、財政状況等の悪化等による回収懸念の

早期把握や軽減を行っております。

　デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定している

ため信用リスクはほとんどないと認識しております。

・市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　当社グループは、外貨建ての仕入債務について、通貨別月別に把握された為替の変動

リスクに対して、原則として通貨オプション取引を利用してヘッジしております。

　投資有価証券については、市場価格の変動状況を定期的に把握する体制としておりま

す。

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額等を定めたデ

リバティブ管理規程に従い、経理グループが決済担当者の承認を得て行っております。

月次の取引実績は、代表取締役社長に報告しております。

・資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社グループは、月次に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持な

どにより流動性リスクを管理しております。
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④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的

に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込ん

でいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあり

ます。また、注記事項「デリバティブ取引」におけるデリバティブ取引に関する契約額

等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり

ません。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　平成28年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれてお

りません（（注）２．参照）。

連結貸借対照表計上額

（千円）
時価

（千円）
差額

（千円）

(1) 現金及び預金 1,998,592 1,998,592 －

(2) 受取手形及び売掛金 3,526,319 3,526,319 －

(3) 電子記録債権 1,338,082 1,338,082 －

(4) 投資有価証券 531,947 531,947 －

資産計 7,394,942 7,394,942 －

(1) 支払手形及び買掛金 891,113 891,113 －

(2) 短期借入金 1,240,862 1,240,862 －

(3) 長期借入金 211,327 208,469 △2,858

負債計 2,343,303 2,340,444 △2,858

デリバティブ取引(*) (615,336) (615,336) －

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の

債務となる項目については（ ）で示しております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項

資　産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3)電子記録債権

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
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負　債

(1) 支払手形及び買掛金、(2)短期借入金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額によっております。

(3) 長期借入金

　長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定され

る利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

区分 取引の種類
契約額等
（千円）

契約額等
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引以外
の取引

オプション取引

買建　コール
　　米ドル

5,580,810 2,307,830 27,189 27,189

オプション取引

売建　プット
　　米ドル

10,443,230 4,456,090 △642,525 △642,525

合計 16,024,040 6,763,920 △615,336 △615,336

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 88,468

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる

ことから、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

３．金銭債権および満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 1,998,592 － － －

受取手形及び売掛金 3,526,319 － － －

電子記録債権 1,338,082 － － －

合計 6,862,994 － － －
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４．短期借入金、長期借入金およびその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

短期借入金 1,132,919 － － － － －

長期借入金 107,942 107,942 70,442 32,942 － －

合計 1,240,862 107,942 70,442 32,942 － －

６．賃貸等不動産に関する注記

　当社では、香川県において、賃貸用オフィスビルや賃貸住宅を有しております。当連結会計

年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は29,467千円であります。

　また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度の増減および時価は、次

のとおりであります。

連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度
末の時価

（千円)
当連結会計年度
期首残高

当連結会計年度
増減額

当連結会計年度
末残高

賃貸等不動産 1,082,795 △30,437 1,052,358 1,043,016

  (注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．期中増減のうち、当連結会計年度の主な減少額は減価償却費（31,014千円）であり

ます。

３．当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算

定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,754円96銭

(2) １株当たり当期純損失 35円27銭

８．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表
（平成28年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

【資 産  の  部】

［ 流  動  資  産 ］

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

電 子 記 録 債 権

製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産
関係会社営業外受取手形

関係会社短期貸付金

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

［ 固  定  資  産 ］

（有形固定資産）

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

（無形固定資産）

電 話 加 入 権

ソ フ ト ウ ェ ア

ソフトウェア仮勘定

（ 投 資 そ の 他 の 資 産 ）

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

関係会社長期貸付金

投 資 不 動 産

前 払 年 金 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

[8,718,899]

742,858

102,324

2,643,518

1,326,941

663,891

391,236

1,927,022

27,962

137,355

80,179

516,439

157,270

3,234

△1,337

[10,241,584]

(4,776,711)

874,147

43,146

269,868

5,469

31,014

3,533,987

19,077

(178,809)

2,006

174,062

2,741

(5,286,063)

516,360

1,960,095

11,735

1,973,525

1,052,358

20,800

8,018

2,650

△259,480

【負 債 の  部】

［ 流  動  負  債 ］ [2,127,479]

買 掛 金 462,958

短 期 借 入 金 675,000

未 払 金 337,808

未 払 費 用 76,063

未 払 法 人 税 等 8,035

未 払 消 費 税 等 102,395

預 り 金 10,974

前 受 収 益 6,553

賞 与 引 当 金 134,160

デリバティブ債務 310,095

そ の 他 3,433

［ 固  定  負  債 ］ [448,300]

長 期 借 入 金 112,500

退 職 給 付 引 当 金 5,053

役員退職慰労引当金 9,440

デリバティブ債務 305,240

そ の 他 16,066

負 債 合 計 2,575,779

【 純 資 産 の 部 】

［ 株  主  資  本 ］ [16,342,429]

（ 資 　 本 　 金 ） (2,121,000)

（ 資 本 剰 余 金 ） (1,865,920)

資 本 準 備 金 1,865,920

（ 利 益 剰 余 金 ） (12,490,233)

利 益 準 備 金 106,000

その他利益剰余金 12,384,233

特 別 償 却 準 備 金 1,392

別 途 積 立 金 12,300,000

繰 越 利 益 剰 余 金 82,840

（ 自  己  株  式 ） (△134,724)

［評価・換算差額等］ [42,275]

（ そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 ） (42,275)

純 資 産 合 計 16,384,704

資 産 合 計 18,960,484 負 債 純 資 産 合 計 18,960,484
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損　益　計　算　書

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 12,029,077

売 上 原 価 8,721,846

売 上 総 利 益 3,307,230

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,207,078

営 業 利 益 100,151

営 業 外 収 益

受 取 利 息 51,427

受 取 配 当 金 71,466

受 取 賃 貸 料 95,620

為 替 差 益 95,392

そ の 他 35,665 349,572

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2,903

賃 貸 費 用 65,067

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 損 578,380

そ の 他 9,945 656,297

経 常 損 失 206,573

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 3,709

投 資 有 価 証 券 売 却 益 16,341 20,051

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 29,053

子 会 社 株 式 評 価 損 98,138 127,192

税 引 前 当 期 純 損 失 313,713

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 6,777

法 人 税 等 調 整 額 △112,510 △105,733

当 期 純 損 失 207,980
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株主資本等変動計算書

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計特別償却

準 備 金
別途積立金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 2,121,000 1,865,920 106,000 4,551 12,300,000 365,100 12,775,651 △133,316 16,629,255

当 期 変 動 額

特別償却準備金
の 取 崩

△3,158 3,158 - -

剰 余 金 の 配 当 △77,436 △77,436 △77,436

当期純損失（△） △207,980 △207,980 △207,980

自 己 株 式 の 取 得 △1,408 △1,408

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

-

当 期 変 動 額 合 計 - - - △3,158 - △282,259 △285,417 △1,408 △286,826

当 期 末 残 高 2,121,000 1,865,920 106,000 1,392 12,300,000 82,840 12,490,233 △134,724 16,342,429

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 82,992 82,992 16,712,247

当 期 変 動 額

特別償却準備金の取崩 -

剰 余 金 の 配 当 △77,436

当 期 純 損 失 （ △ ） △207,980

自 己 株 式 の 取 得 △1,408

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

△40,716 △40,716 △40,716

当 期 変 動 額 合 計 △40,716 △40,716 △327,542

当 期 末 残 高 42,275 42,275 16,384,704
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準および評価方法

①　有価証券の評価基準および評価方法

1) 子会社株式および関連会社株式 　移動平均法による原価法

2) その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定しております。）

・時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法

②　デリバティブ等の評価基準および評価方法

 デリバティブ　　　　　　　　 　時価法

③　たな卸資産の評価基準および評価方法

・製品、原材料及び仕掛品　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

・貯蔵品　　　　　　　　　　　　 終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産及び投資不動産　　　　定率法（ただし、平成12年４月１日以降に取得し

た建物（附属設備を除く）は定額法）を採用してお

ります。

　また、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　 ５～50年

機械装置                     ８年

②　無形固定資産　　　　　　　　　　　自社利用のソフトウェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用して

おります。

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　　　　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき計上しております。
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③　退職給付引当金　　　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務および年金資産の見込額に基づ

き計上しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法に

より費用処理しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理しております。

④　役員退職慰労引当金　　　　　　　　平成12年４月より、役員退職慰労金の内規を廃止

したため、新たな役員退職慰労引当金の繰入れは行

っておりません。

　なお、平成12年３月期末まで内規に基づき繰入れ

を行ってきた引当額は、退任の都度、当該引当額を

個別に精算しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる事項

　消費税等の会計処理　　　　　　　　　消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式に

よっております。

２．貸借対照表に関する注記

(1) 借入金および輸入資材の関税・消費税の納期限延長に関して担保に供している資産

建物 424,642千円

土地 1,016,617千円

計 1,441,259千円

　　上記に対応する債務

短期借入金 400,000千円

買掛金 12,393千円

未払消費税等 85,876千円

計 498,270千円

(2) 固定資産の減価償却累計額

①　有形固定資産 9,431,847千円

②　投資不動産 553,635千円
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(3) 保証債務

　以下の関係会社の金融機関および連結グループからの借入に対し、債務保証を行ってお

ります。

被保証会社 金額（千円） 保証債務の内容

NP ROLPIN SAS 469,936 金融機関借入金

ROLKEM SAS 349,615 連結子会社 NP ROLPIN SASからの借入金

計 819,551

(4) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務（区分表示したものを除く）は次のとおりであ

ります。

①　短期金銭債権 107,216千円

②　短期金銭債務 193,805千円

３．損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

①　営業取引 3,982,895千円

②　営業取引以外の取引高 553,849千円

(2) 期末たな卸高は収益性の低下にともなう簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価

損が売上原価に含まれております。

1,256千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

　自己株式の種類および株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 416千株 ３千株 －千株 419千株

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加３千株は、単元未満株式の買取りによる増加でありま

す。
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５．税効果会計に関する注記

(1)繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

　退職給付引当金 1,541千円

　貸倒引当金 79,551千円

　賞与引当金 47,524千円

　減損損失 68,631千円

　子会社株式評価損 54,986千円

　投資有価証券評価損 8,344千円

　繰越欠損金 78,724千円

　その他 18,202千円

繰延税金資産　　　小計 357,508千円

評価性引当額 △183,305千円

繰延税金資産　　　合計 174,203千円

繰延税金負債

　前払年金費用 △6,344千円

　その他有価証券評価差額金 △20,527千円

　特別償却準備金 △617千円

　その他 △1,340千円

繰延税金負債　　　合計 △28,829千円

繰延税金資産（負債）の純額 145,373千円

(2)法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるとき、当該差

異の原因となった主要な項目別の内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の

100分の５以下であるため注記を省略しております。
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(3)法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）および「地方税法等の一

部を改正する法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28

年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりまし

た。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来

の32.1％から平成28年４月１日に開始する事業年度および平成29年４月１日に開始する事

業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7％に、平成30年４月１日に開始する

事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.5％となります。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は

6,456千円減少し、法人税等調整額が7,533千円、その他有価証券評価差額金が1,076千円そ

れぞれ増加しております。

　また、欠損金の繰越控除制度が平成28年４月１日以後に開始する事業年度から繰越控除

前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年４月１日以後に開始する事業年度から繰越

控除前の所得の金額が100分の55相当額に、平成30年４月１日以後に開始する事業年度から

繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されましたが、繰延税金資

産および法人税等調整額の金額に影響はありません。
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６．関連当事者との取引に関する注記

　子会社等

種 類 会社等の名称
資本金又
は出資金
( 千 円 )

事 業 の
内 容
又は職業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 係 内 容

取引の内容
取引金額
( 千 円 )

科 目
期末残高
( 千 円 )

役 員
の 兼
任 等

事 業 上
の 関 係

子会社
ナンリツ
株式会社

95,000
電線電気機器

販 売

 所有
 直接
  100

有

当社へ資材およ

び設備の納入

当社より製品の

販 売

手 形 の
割 引
( 注 2 )

751,659
関係会社
営業外受
取 手 形

80,179

資 金 の
貸 付
( 注 2 )

953,000
関 係 会 社

短期貸付金
327,891

資 金 の
回 収

755,673

資 金 の
回 収

133,000
関 係 会 社

長期貸付金
483,250

子会社
PT.NANKAI

INDONESIA
10,000千US$ 木材加工業

 所有
 直接

95
 間接

5

有
当社製品の原

材 料 の 製 造

資 金 の
回 収

-
関 係 会 社

短期貸付金
60,847

資 金 の
回 収

60,724
関 係 会 社

長期貸付金
426,775

原 材 料
の 仕 入
( 注 3 )

3,719,303 買 掛 金 164,415

材 料 等
の 代 理
購 買
( 注 4 )

392,059 未 収 入 金 105,679

子会社
NP ROLPIN

S A S
6,001千EUR

木材製品の

製造・販売

 所有
 直接
 100

有 無

増 資 の
引 受
( 注 5 )

326,600 - -

資 金 の
貸 付
( 注 2 )

323,985
関 係 会 社

短期貸付金
127,700

資 金 の
貸 付
( 注 2 )

411,840
関 係 会 社

長期貸付金
638,500

債 務 の
保 証
(注6）

469,936 - -

子会社
R O L K E M

S A S
1,230千EUR

フェノール樹

脂、含浸紙の

製 造 販 売

 所有
 直接

0
 間接
100

有 無
債 務 の
保 証
(注7）

349,615 - -

関連会社
南 海 化 工

株 式 会 社
25,000 一般管工業

 所有
 直接

20
 間接

8

有 無

資 金 の
貸 付
( 注 2 )

212,000
関 係 会 社

長期貸付金
425,000

資 金 の
回 収

167,000

（注）取引条件および取引条件の決定方針等

 １．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

 ２．資金の貸付利率および手形の割引に係る割引率は、市場金利を勘案して決定しておりま

す。
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 ３．価格その他の取引条件の決定方針については、通常の取引と同様の方法により決定してお

ります。

 ４．材料等の代理購買については、当社より提示した価格および市場価格を参考にして交渉の

うえ、決定しております。

 ５．NP ROLPIN SASに対する増資の引受は、同社が行った株主割当を引受けたものであり、デ

ッドエクイティスワップを実行しております。

 ６．NP ROLPIN SASに対する債務の保証は、金融機関借入金であり、一部、保証料を受領して

おります。

 ７．ROLKEM SASに対する債務の保証は、連結子会社 NP ROLPIN SASからの借入金であり、保証

料を受領しておりません。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,693円33銭

(2) １株当たり当期純損失 21円49銭

８．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成28年５月20日

南海プライウッド株式会社

取締役会　御中

西日本監査法人
代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 栗 栖 　 正 紀 

業務執行社員 公認会計士 稲 積 　 博 則 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、南海プライウッド株式会社の平成27
年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が

実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、南海プライウッド株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該
連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
平成28年５月20日

南海プライウッド株式会社

取締役会　御中

西日本監査法人
代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 栗 栖 　 正 紀 

業務執行社員 公認会計士 稲 積 　 博 則 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、南海プライウッド株式会社
の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第63期事業年度の計算書類、すなわち、貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書につい
て監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及

びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得
るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書

平成28年５月27日

南海プライウッド株式会社

代表取締役社長　　丸　山　　　徹　殿

南海プライウッド株式会社　監査役会

常勤監査役 秋 山 二 郎 

監 査 役 大 川 俊 徳 

監 査 役 岩 部 達 雄 

　当監査役会は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第63期事業年度の取
締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本
監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
(1)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況
および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務
の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報
の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しまし
た。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を
閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査いたし
ました。また、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通
および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合する
ことを確保するための体制その他株式会社およびその子会社から成る企業集団
の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１
項および第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役および
使用人等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に
応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
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③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監
視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行
が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲
げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計
算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）お
よびその附属明細書ならびに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書および連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①　事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状

況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に

違反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容およ
び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果
　会計監査人西日本監査法人の監査の方法および結果は相当であると認
めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人西日本監査法人の監査の方法および結果は相当であると認
めます。

(注) 監査役秋山二郎、大川俊徳および岩部達雄は、社外監査役でありま
す。

以　上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　取締役６名選任の件
　取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、経営体制の強化のため１名を増員し、取締役６名の選任
をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位および担当
( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )

所有する当社
の 株 式 の 数

１
まる

丸
やま

山
 

　
とおる

徹

（昭和28年10月31日生）

昭和55年５月　日本ビクター株式会社入社

平成９年４月　当社入社、管理本部副本部長

平成９年６月　当社取締役 管理本部副本部長

平成９年７月　当社取締役 管理本部副本部長・経営企

画室長

平成11年６月　当社代表取締役副社長 管理本部長

平成13年６月　当社代表取締役社長（現任）

平成26年１月　NP ROLPIN SAS代表取締役社長（現任）

平成26年４月　ROLKEM SAS代表取締役社長（現任）

21,450株

２

まる

丸
やま

山
 

　
ひろし

宏

（昭和44年５月７日生）

平成５年４月　住友林業株式会社入社

平成８年１月　当社入社

平成11年７月　当社開発本部 開発部長

平成14年４月　当社商品開発 グループリーダー

平成15年６月　当社取締役兼執行役員 商品開発担当

平成18年４月　当社取締役兼執行役員 商品開発部門

長

平成21年４月　当社取締役兼執行役員 開発部門長（現

任）

10,000株

３
※
ふじ

藤
もと

本
えい

英
じ

二

（昭和34年８月20日生）

昭和57年４月　当社入社

平成14年８月　当社営業部門 地区営業グループ 南関

東営業区 グループリーダー

平成18年４月　当社営業部門 営業統括グループ 関東

営業グループ グループリーダー

平成19年４月　当社営業部門 営業統括グループ 九州

営業グループ グループリーダー

平成23年４月　当社営業部門 首都圏営業グループ グ

ループマネージャー

平成25年６月　当社執行役員 営業部門地区営業担当

（現任)

4,000株
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位および担当
( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )

所有する当社
の 株 式 の 数

４

※
おお

大
かわ

川
まさ

正
ひと

仁

（昭和35年６月５日生）

昭和58年４月　当社入社

平成16年４月　当社製造本部 志度工場生産グループ

生産管理グループ グループリーダー

平成17年７月　当社管理部門 総務グループ 経営管理

グループ グループリーダー

平成21年４月　当社管理部門 業務監理推進グループ

グループリーダー

平成25年４月　当社製造部門生産管理グループ グル

ープマネージャー

平成25年６月　当社執行役員 製造部門生産管理担当

平成26年10月　当社執行役員 製造部門生産管理、長尾

生産担当（現任)

2,000株

５

※
うき

浮
た

田
たか

貴
ひと

仁

（昭和38年７月24日生）

昭和62年４月　当社入社

平成14年４月　当社営業部門 特需営業グループ 第1

グループ グループリーダー

平成18年４月　当社営業部門 営業統括グループ 近畿

営業グループ グループリーダー

平成20年４月　当社営業部門 営業推進統括グループ

統括グループリーダー

平成23年４月　当社営業部門 営業推進グループ グル

ープマネージャー

平成25年６月　当社執行役員 営業部門新規需要開

拓、特需営業、営業推進担当

平成27年４月　当社執行役員 営業部門特需営業、営業

推進担当（現任）

1,000株

６

むら

村
た

田
 

　
つよし

剛

（昭和32年３月７日生）

昭和55年４月　高松国税局大蔵事務官

平成４年７月　高松税務署上席国税調査官

平成14年７月　高松国税局法人課税課課長補佐

平成17年８月　税理士登録・村田剛税理士事務所所長

（現任）

平成17年９月　行政書士登録

平成19年６月　当社監査役

平成26年６月　当社取締役（現任）

3,000株
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　（注）１. ※印は、新任の取締役候補者であります。

　　　　２. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　　３. 村田　剛氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所

の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　　　　４. 村田　剛氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経

験はありませんが、税理士としての企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識

に基づき、また監査役の経験から当社の経営全般に対する適切な助言をいただけると

判断して社外取締役として選任をお願いするものであります。

　　　　５. 村田　剛氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期

間は、本総会終結の時をもって２年となります。なお、同氏は過去に当社の監査役で

あったことがあります。

　　　　６. 当社は、村田　剛氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、法令が規定する

額を責任限度とする内容の責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場

合には、当該契約を継続する予定であります。

－ 43 －



第２号議案　監査役２名選任の件

　　監査役秋山二郎氏、大川俊徳氏は、本総会終結の時をもって任期満了となり

　ますので、監査役２名の選任をお願いするものであります。

　　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位
( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )

所有する当社
の 株 式 の 数

１
あき

秋
やま

山
じ

二
ろう

郎

（昭和23年12月14日生）

昭和47年４月　株式会社百十四銀行入社

平成７年７月　同行加古川支店副支店長

平成15年２月　同行内海支店支店長

平成16年２月　株式会社大屋根利器製作所出向

平成17年７月　四国興業株式会社出向

平成23年９月　当社仮監査役

平成24年６月　当社常勤監査役（現任）

1,000株

２
おお

大
かわ

川
とし

俊
のり

徳

（昭和21年５月16日生）

昭和47年４月　大川和税理士事務所入所

昭和57年２月　税理士登録（現在）

平成13年６月　当社監査役（現任）

平成20年１月　大川俊徳税理士事務所開業（現在）

（重要な兼職の状況）

　南海港運株式会社　監査役

4,290株

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２. 秋山二郎氏および大川俊徳氏は、社外監査役候補者であります。

　　　３. 秋山二郎氏は、株式会社百十四銀行の支店長として培われてきた経営全般に対する経

　　　　験等を当社の監査体制にいかしていただくため、社外監査役として選任をお願いするも

　　　　のであります。

　　　　　なお、同氏の当社監査役在任期間は、本総会終結の時をもって４年９ヵ月となります。

　　　４. 大川俊徳氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験

　　　　はありませんが、税理士の資格を有しており、企業財務・会計に関する豊富な経験と幅

　　　　広い見識に基づき、社外監査役としてその職務を適切に遂行いただけるものと判断し、

　　　　選任をお願いするものであります。

　　　　　なお、同氏の当社監査役在任期間は、本総会終結の時をもって15年となります。また、

　　　　同氏は現在、当社の特定関係事業者（子会社）の監査役であります。

　　　５. 当社は、秋山二郎氏および大川俊徳氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、

　　　　法令が規定する額を責任限度とする内容の責任限定契約を締結しており、両氏の再任が

　　　　承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

以　上
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株主総会会場ご案内図
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駅

志度線

タクシー
JR高松駅から
高松空港から

約2km
約14km

（ 5分）
（30分）

今橋駅

南海プライウッド(株)
本　　社

会　　場　　香川県高松市松福町一丁目15番10号

　　　　　　当本社　７階　会議室

　　　　　　電話 087－825－3615


